
1

対人支援における「主体」であることの意味

○ 吉備国際大学 岡崎 幸友（3447）
（yuki@kiui.ac.jp）
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特定課題セッションⅣ ソーシャルワーク実践における倫理的ジレンマ
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問題の所在（関心事項：出発点）

 「利用者主体」にどう向き合うか？（第54回からのテーマ）

 なぜ対人支援でディレンマは起こるのか？ － 「利用者がわ

からない・・・」、「ことが正しく運ばない・・・・」。根底には対立？

 なぜ（何か（＝価値、利用者、同僚etc）は）「対立」するのか－

それぞれの「想い」？より大きな利益を求めれば・・・。

 対立は、「私」だけの問題なのか？－私が無力だから？

 対人支援における「私」の立ち位置は？

 今回は、バーリンの「自由論」を参考にしてみました。

 解決策よりも、「ディレンマ」の構造へ接近してみます。

■「利用者主体」を文章化すると「利用者が主体である」、「利用者を主体とする」。いず
れにしても「『利用者＝主体』であるとき、もう一方の『主体者である私』のありよう」が関心
事項である。

ここを出発点として

■ディレンマは、「対立」「衝突」「板挟み」という言葉で象徴されるように、ある事柄関係
に生じる。

従って対人支援においては、

■「私」の行為が「相手」にとってどのような「意味」を持つのか？また相手からどんな意
味を読み取っているのか？この「意味」を解釈するときに、その解釈に異なりがあるから、
ディレンマが起こるのではないか。だとすれば「相手となにか共通する思考」を見いだせ
ば良いのではないか？

つまり

■倫理的ディレンマが、「私－相手」関係で起こるのであれば、この関係に触れずして、
倫理的ディレンマに接近できないのではないか？

結局、この問題のとらえ方は、対人支援における「『私』のありよう」に還元されるため、
「私－相手」関係を舞台とした。
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ディレンマとは？－幾つかの側面

 ヤマアラシのディレンマ→寒い、でも痛い。

 ここにいたら死んでしまう、逃げても同じ。さて？

 今回は「ソーシャルワーク実践」、「倫理的」という枠組み

 「義務」を念頭に、「相手との関係」 、「私の想い」を足がかり

に、倫理的ディレンマが生じる構造を明らかにし、「私」は、
ディレンマにどう向き合うか？

■ここで少しディレンマについて触れておきたい。

■ヤマアラシのディレンマ・・・寒さに震える2匹のヤマアラシ。近づいて暖め合いたいが、
針が痛くて近づけない。というディレンマ。

あるいは

■部屋が火事。しかしここは地上30階。ここにいたら焼け死ぬ。飛び降りても、死んでし
まう。というディレンマ。

これら二つの例は、ディレンマであっても「義務」ではないため、倫理的ディレンマでは
ない。といえる。

■本セッションは「ソーシャルワーク実践」、「倫理的」という枠組が設定されている。つま
り「対人支援という場」において、「義務」がぶつかった場面が射程範囲となる。

そこで

■「相手との関係」、「職務」、「私の想い」などを足がかりに、ディレンマが生じる構造を
明らかにし、「私」がディレンマにどう向き合えばよいのか言及する。
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倫理的ジレンマの背景

 「利用者のために・・・」を実現するために支援

 利益、価値、方法、専門性等が絡み合い、対立

①何かの対立で起こるディレンマ－より大きな利益が足か
がり ※それが正しいとは限らない。

②結論が出し難いディレンマ－私の判断

※利用者から物を貰う

※ディレンマは「私」に生じる

■対人支援は、「利用者のために・・・」という文脈で語られ、利用者に最大の利益を提
供することを目的としている。

しかし、

１，利用者に対する利益の対立、２，支援者としての考えの対立、３，支援方法の対立、
４，専門性の対立などが絡み合い、容易にディレンマに陥る。

そのため、

■利益がかち合った場合、「利用者」を原点にして考える。例えば利用者にとって、より
大きな利益をもたらす行為を選択する。

ただし

■それが必ずしも正しいとは限らないため、客観的基準として倫理綱領や行動指針な
どに照らして考えてみる。

しかし

■「私－相手」関係において結論が出し難いディレンマ例えば「利用者から物を貰う」な
どの場合は、「何か」を基準にして「私の判断」に委ねられる。
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思惟としての価値カン（観）

 結論が出し難いディレンマも倫理綱領などに準拠

 価値「カン」の葛藤。 ※価値観・価値感（価値は感じる）

 感じる→理屈を超える・・・「良い」を直感的に捉える（受動的）

 観ず（じ）る→深く考える・・・「良い」を思索的に捉える（能動的）

 思索によってなし得るとは？

■結論が出しにくいディレンマの場合もやはり倫理綱領に従うことが考えられる。しかし、
この倫理綱領がディレンマに陥れることもある。その背景には、私の中にある「価値カン」
の葛藤がある。このときの「カン」をどう読み解くかによって、対応は異なる。

■ 武庫川女子大学の佐方哲彦は、前任校における新入生向けのパンフレットで、「価
値感」について述べているが、往々にして、日本人にとっての価値は感じるものであっ
て、直感的、言い換えれば好きか嫌いという理屈を越えた感情で判断をすることが多い。
これはこれで議論の余地があるが、「義務」のぶつかり合いである倫理的ディレンマに、
直感的な対応は相応しくない。

■「観」は「よく見る」から転じて「考える」意味であり、そこから「観」には「思惟」が包含さ
れている、と言える。

つまり

■より望ましい選択をするには、直感ではなく、思索によってなし得うらなければならな
い。

では、

■具体的に何を思索すればよいのか？→私と相手のあり方
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ソーシャルワーク実践における倫理的ジレンマ

 「ソーシャルワーク（＝対人支援）」、 「倫理的（＝義務）」

 本テーマにおけるディレンマの根元は、

「こうあるべき」←→「そうできない」←ここを問う

※「構造的問題＜個人的技量」という仮象に注意

 「主体と主体」の関係・・・個人の技量では如何ともし難い。

※個人の努力は大切→理論の構築によって達成される

 なぜできないのか？

■設定課題を「対人支援における義務のぶつかり合い」と自分なりに翻訳した上で、問
題の核心へ接近すると、「あるべき（＝ここではものをもらわない）」を実現できない原因
への向き合い方が問題となる。

■ここで、注意すべき事柄としてディレンマに陥るのは構造的問題であるにも関わらず、
個人、つまり経験や技量の深浅に還元せしめている現状に惑わされてはいけない。

■個人的技量の問題とするのは仮象であって、本来であれば、構造的矛盾から生じた
原因によって個人（ここでは支援者）が苦しめられているのだから、ディレンマが発生す
る構造そのものを見直す必要がある。

例えば

■ 問題提起として「主体」と「主体」の関係をあげたが、この関係を実現するよう個人が
努力することは可能であるが、個人の努力だけでは実現しない。

そもそも

■対人支援関係上に生じる倫理的ディレンマの根底には、「私－相手」関係が「主体－
客体」関係にあるから、結局、相手の思いよりも自分の思いを優先せざるを得ない構造
をしているからである。

■これも一つのディレンマである。

■「利用者も主体である支援関係」が実現しないディレンマは、支援者の意識を超 えて
構造的に存在しているのだから、個人の責務へと還元することはできない。にもかかわ
らず、個人が苦しむのは、構造の矛盾で生じるディレンマを、個人の責任に帰し、しかも
個人は感情のレベルで応答しようとするからであろう。

しかし

■「実践における」場面におい て、利用者主体ではないからこそ、心ある支援者は倫理
的ディレンマに陥り苦し み、そうでない支援者は強権的態度で対応せざるを得ない。
推察の域を出ないが、利用者主体が重要であることは理解していても、その向き合いか
たに苦しんでいる人は少なくない。
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「価値感」からの解放

 例えば・・・「医の倫理」から
指示を拒否する→解雇
指示に従う→良心の呵責

 例えば・・・「まだ眠りたい」
まだ寝かせたい→自己決定の尊重
もう起床時間だ→ルールの遵守

 価値感は外からの影響が自己の心情を左右→思惟としての価値観へ

 相手の希望「～したい」を定式化すると、自由と表裏一体

 問題とするのは、下の事例－「対格関係」、「出会い」、「自由」が足がかり
となる。

より望ましいのは？

より望ましいのは？

■倫理的ディレンマ、例えば「医の倫理」を例に取ると、指示を拒否すること、指示に従
う選択を想定した場合、個人的心情の葛藤のレベルで対処しようとすれば、葛藤が生じ
ている。しかし、この問題においては、ビーチャムが示す生命倫理の4原則（すなわち自
律尊重、無危害、仁恵（利益）、正義）に基づけば、拒否することがより望ましいと結論づ
けることができる。全てではないが、この種のディレンマは、「死」という絶対的な出来事
を前に、比較的システマティックな対応ができる。

■ただし、もっと日常的な倫理的ディレンマ、例えば、「まだ眠りたい」という利用者に対
して、利用者の希望を尊重するのか、ルール（あるいは職務）を優先するかを判断する
際、を個人の価値感（言い換えれば感情）で対応すると答えが出せずに苦しむ。

では

■「思惟としての価値観」に基づくとはどういうことであるのか。

ここで今一度確認しておくことは、

■私がディレンマを感じるのは、相手の要求に反応しているからであると言える。

だから

■「～したい」という相手の希望は「～できる」という自由と表裏一体の関係にあることに
注意したい 。

つまり

■支援者である「私」が、相手の希望を実現すると言うことは、相手に自由を保障するこ
とに他ならない、ということである。
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「相手」を引き受ける責任

「眠りたい」のは「誰」か？
① 利用者（←→「私」は眠くない。）という私の存在

ディレンマの初動
a.「起こす」義務→起こす時間・・・職務
b.「起こさない」義務→自己決定の尊重

※前提として
②「眠りたい利用者」との出会い・・・「私－相手」関係の発生

（１）自分だけの相手
（２）自分ではない相手

③「相手」をどう引き受けるか？
（３）自分である相手（＝同の中の他）

■先ほどの場面では、眠りたい相手の訴えに対して、実現できないことによる倫理的
ディレンマを感じた、とする。

■支援において何らかの結論を出す場合、職務に従い「利用者を起こす義務」を遂行
するのか、あるいは、自己決定の尊重に従い、「起こさない義務（＝希望を聞き入れる）」
に従事するのか。あるいは判断を停止した職務遂行に邁進するのか、幾つかの選択肢
が考えられる。

しかしその全段で

■私は「眠りたい利用者」と出会う、という出来事がある。この出会いを、「思考できる他
者」つまり、相手はこう考えているなという私のうちでの理解、「思考できない他者」つまり、
相手のことなんかわからない、という2項で捉えてしまえば、いずれにしても、相手は私
の意識の支配を受けているのだから、相手の主体性を開示した支援となることはない。

そこで、

■中村が示した第三項に注目したい。中村は「思考できる／できない」という二項に加
え、「ひょっとしたら～かもしれない」という第三項、「同の中の他」を提示している。
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ひょっとしたら～かもしれない

 他者は、私の世界の外部にあるという意味では思考し
えないものである。しかしながら同時に、私の世界の内
部にあるという意味では、思考し得るものである。このよ
うに他者とは、単純に思考しうるものなのか、思考し得
ないものなのか、という二項では捉えることができない。

 ここでは、思考できる／できないといった二項とは異な
る第三項を要求せざるを得ない。

 この第三項とは「ひょっとしたら～かもしない」といった思
考である。

（中村剛 福祉哲学の構想2009、92頁）
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同の中の他

 自己完結では、「相手」は「私の世界」の「登場人物」→
断絶している「私×相手」関係

※一方的な自分の理解

 「ひょっとしたら、私だったかも知れない」という思考が意
味すること。－実は、無関心だった自分への気づき

 相手を相手として引き受ける次元の広がり

■対人支援において「相手」との距離の取り方に現実的にまた観念的にも戸惑うことが
ある。

一方で、

■日常の忙しさは、その問いに立ち止まることを許さず、あるいは答え切れない問いに
疲れ、その戸惑いと向き合うことをつい後回しにしてしまう。

そして、

■「私は私の世界を生きている」のだから、「私は私。彼は彼」という了解を許し、「私」と
「相手」との間に「断絶」を生み出してしまっている。その立ち位置から「相手」と向き合う
から、相手の自由を干渉していることを自分の能力と関連づけてディレンマに陥ってい
る。

しかし

■「同の中の他」の次元で相手と出会うことで、相手そのものを引き受ける責任が生まれ
る。

■その責任を受け入れたときが「利用者主体」といえるのではないだろうか。

だから

■利用者の語りかけは私の語りかけでもある。と同時に私の語りを代弁しているといえる。

すると

■「眠る」という語りの中にある希望（＝自由）を実現するにはどうしたらよいのか？
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ディレンマの構造（バーリンの自由論）

 「自由」・・・自分の生き方を自分で決める

 ネガティブな自由－干渉されない自由

 ポジティブな自由－主体的に決定することができる自由

 相手の「自由」を引き受ける構造がディレンマの根底

 倫理的ディレンマが生じているとき、利用者にとっては
自由の行使が阻害されている状態と言える

■ここで自由について確認しておきたい。

■通常、われわれは「自由」を自分の生き方を自分で決める、ことと理解している。つま
り生き方を干渉されない自由である。

■一方それは、自分で決めることができるという自由と裏表の関係にある。

■倫理的ディレンマが、「あるべき」を実現できない原因への向き合い方にあるとすれば、
自由のとらえ方にヒントがあるそうである。

■少なくとも利用者にとっての希望が実現できない状態にあるということは、利用者に
とっては自由が干渉されている状態にあるといえる。
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ポジティブな自由で考える

 例えば・・・「まだ眠りたい」→「まだ寝る」

 倫理的ディレンマが生じているとき、利用者にとっては、
自由の行使が阻害されている状態と言える。

まだ眠りたい→睡眠への干渉（ネガティブな自由）

自己の行為を決定できる→ポジティブな自由

これを具体的に応用してみる。

■眠りたい自由が干渉されている。→干渉されない自由→ポジティブな自由の提供

■寝続ける、起きるという決定をすることができる自由→自分で自分を支配する自由

■ 倫理的ディレンマが生じるのは、干渉されない自由（ネガティブな自由）を保障 しよう
とする構造にあるからであって、自分で決定することができる自由（ポジ ティブな自由）
を保障する構造へと転換すれば、さしあたって、理屈上、ディレ ンマは生じないと思い
ます。ただし変換は、かなりの労力と社会変革を必要とし、パラダイム変換へと至ると思
います。

先生の示された「他者の次元」とは、さしあたって「他者＝私」（ここまで言い切って良い
か不安ですが）と僕なりに解釈し、対人支援の場において倫理的ディレンマが生じる原
因に、利用者が、自由の行使が阻害されている状態を設定しました。

このことを踏まえて、バーリンの「ポジティブな自由」の考え方を支援に応用することで、
利用者が主体的に自由を行使する状況を作り出すことで、倫理的ディレンマの発生が
低減するのではないか、と考えています。
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「倫理的ディレンマ」を考える

 あるルールへの服従がディレンマを生み出す

 ディレンマは個人的技量へと還元するのではなく、その
構造的矛盾に目を向ける

 決定への自由を可能とする構造の構築

 価値観に基づいた判断とは、「私－相手」関係の望まし
いあり方を追求する姿勢であるといえる。

 ポジティブな自由が保障されているとき、利用者主体が
開示されている状態

■倫理的ディレンマが生じているとき、利用者にとっては、自由の行使が阻害されてい
る状態と言える。

■意に反するあるルールに利用者を服従させようとするからディレンマが起こる。つまり、
ルールありきで進む限りディレンマはなくならない。

だから

■相手の決定を受け入れる体制をつくること、言い換えれば、で、利用者がポジティブ
な自由を行使できる状況を実現することで、倫理的ディレンマは低減するのではないか。

■このときの決定を受け入れるというのは、彼の主体性が開示されていると言える。

言い換えれば

■自らの価値観の対立でディレンマの解決を求めるのではなくて、相手になってその決
定が行使できるよう構造的改革をすることが努めることが必要ではないか？
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まとめ

 ディレンマに直面したとき、当然、なんらかの反応を示さ
なければならないのが現実である。と同時に、利用者が
自らの決定に従うことができる、いわゆるポジティブな自
由を行使できる環境を作り上げていくことが倫理的ディ
レンマに対する一つの回答といえるだろう。

 そしてこのとき、利用者の主体性が開示されているので
はないだろうか。

■利用者が自分の決定に従うことができる環境にあれば、支援者は倫理的ディレンマ
に陥ることはない。
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